
資料５ 公正取引委員会の取組



インボイス制度の実施に向けた
公正取引委員会の取組

令和５年８月２５日



第１ 独占禁止法・下請法上の考え方

１．インボイスＱ＆Ａの公表・周知 １・２

２．インボイス制度の実施に関連した相談対応 ３・４

第２ 独占禁止法・下請法に基づく対応

１．書面調査を通じた情報収集 ５

２．インボイス制度の実施に関連した注意事例 ６

第３ 今後に向けて ７



１．インボイスＱ＆Ａの公表・周知

 「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するＱ＆Ａ」（インボ

イスＱ＆Ａ）を関係省庁の連名で公表（令和４年１月策定、３月改正。次頁参照）。Ｑ
＆Ａの中で、独占禁止法・下請法上問題となり得る行為についての考え方を明記。

＜特設サイトの設置＞
 公正取引委員会のウェブサイトに「インボイス制度関連コーナー」を設置し、イ

ンボイスＱ＆Ａやインボイス制度に関する相談窓口一覧表などを掲載。

＜関係機関との連携＞
 国税当局と共同でインボイスＱ＆Ａに関する説明動画を公開。
 国税庁主催の説明会や税理士関連団体の講習会などに公正取引委員会の職員を講

師として派遣。
 中小企業関連団体のウェブサイトや広報誌にインボイスＱ＆Ａの案内を掲載。

インボイスＱ＆Ａの公表

インボイスＱ＆Ａの周知

1公正取引委員会ウェブサイト インボイスQ&Aの説明動画 インボイスQ&Aの案内紙
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１．書面調査を通じた情報収集

 公正取引委員会が実施する各種書面調査において、インボイス制度の実施に関連し
た設問を追加し、問題となり得る行為の積極的な情報収集を行っている。

 令和５年５月、１１万名の発注者及び受注者に対し、調査票を発送。
 令和５年８月中に、上記受注者からの回答結果を踏まえ、上記以外で調査すべき発

注者に対し、追加で調査票を発送予定。

Ⅰ 独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化
の取組に関する特別調査

Ⅲ 荷主と物流事業者との取引に関する調査

 親事業者向けの調査
令和５年６月、８万名の親事業者に対し、調査票を発送。

 下請事業者向けの調査
今秋、３０万名以上の下請事業者に対し、調査票を発送予定。

Ⅱ 下請法の定期書面調査

 荷主向けの調査
今秋、３万名の荷主に対し、調査票を発送予定。

 物流事業者向けの調査
今冬、４万名の物流事業者に対し、調査票を発送予定。 5
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２．インボイス制度の実施に関連した注意事例

注意事例の概要

• 経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、取引
先の免税事業者に対し、インボイス制度の実施後も課税事業者に転換せず、免税事
業者を選択する場合には、消費税相当額を取引価格から引き下げると文書で伝える
など一方的に通告を行った。

注意した事業者 取引の相手方

イラスト制作業者 イラストレーター

農産物加工品製造販売業者 農家

ハンドメイドショップ運営事業者 ハンドメイド作家

人材派遣業者 翻訳者・通訳者

電子漫画配信取次サービス業者 漫画作家

カルチャー教室運営事業者 カルチャー教室講師

造園工事業者 植木師・庭師

社会保険労務士会 社会保険労務士

家庭教師派遣業者 家庭教師

芸能事務所 ナレーター

【注意した主な事業者及びその取引の相手方】

 インボイス制度の実施に関連して、独占禁止法違反につながるおそれのある事例が
みられたため、発注事業者に対し、注意を実施（令和５年７月末時点：１８件）。
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